
 

 

    看護職員就職準備資金貸付制度の概要 

                  地方独立行政法人岐阜県総合医療センター  

 

 

制度の目的 

  岐阜県総合医療センター(以下「法人」という)常勤職員の助産師及び 

 看護師(以下「看護職員」という)として就職しようとする者に対し、就

職準備を経済的に支援することにより、法人における看護職員の確保及

び勤務環境の改善を図ることを目的とした貸付制度です。 

 

 

 

貸付対象者 

  次のいずれかに該当するもの。 

１  助産師又は看護師の免許取得者で、法人の常勤看護職員として勤務し

ようとする者 

        ２  文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した養成所の 

最高学年に在学し当該年度に卒業見込みの者で、卒業後直ちに法人の 

常勤看護職員として勤務しようとする者 

 

※）任意申請ですが、申請できるのは常勤職員となる１度のみです 

  （４月採用の方は例年１２月～１月頃に案内します。） 

 

 

 

貸 付 額   就職準備資金 ３０万円以内 

 

貸付利息      

 

  無利息（注） 

(注)貸付利息(国が定めた利率)が所得とみなされ、１年後に貸付利息に 

係る所得税、２年後に免除額＋貸付利息に係る所得税を控除します。 

 

 

 

返還免除      
１  法人の常勤看護職員として２年間在職したとき 

 

２  法人の在職期間中に職務により死亡し、又は 

   職務に起因する心身の故障のため、業務を継続 

   することができなくなったとき 

                 

 

 

申請書類      

  １ 申請書類チェックシート 

２  就職準備資金貸付申請書 （※）要連帯保証人２名 

 ３  履歴書 

 ４  免許証の写し又は卒業見込証明書 

  ５  身分証明書 

 ６ 振込先口座通知書 

 ７ 振込先口座の通帳表紙裏見開き部分の写し 

                

     問い合わせ窓口：総務課人事労務担当  

℡：０５８-２４６-１１１１（内線５５２２） 


